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従従軍軍慰慰安安婦婦問問題題・・年年表表  
 
 
赤い項目の事件の｛英字｝は、青い項目の｛英字｝に対応。 
緑の項目は、日本政府が尽力した補償について。 
1965年 

｛ A ｝ 

島田俊彦氏『関東軍』出版。関東軍特別演習に備え、慰安婦を集め

たという話を紹介。初めて慰安婦の話が登場。 
1973年 

｛ B ｝ 

千田夏光氏『従軍慰安婦』が出版。軍属を意味する「従軍慰安婦」

の言葉が初めて登場。 

1977年 

｛ C ｝ 

吉田清治氏『朝鮮人慰安婦と日本人』出版。初の加害証言。 

1980年 ユンジョンオク氏（梨花女子大学英文科）挺身隊の調査開始 

1982年 

6月 

吉田氏、大阪で「私は朝鮮人慰安婦を徴用した」と講演 

同年 

9月、11月 

吉田氏「第一次樺太朝鮮人裁判」（原告代表 高木健一弁護士）で

原告側証人として、朝鮮人奴隷狩りを証言 

1983年 吉田氏『私の戦争犯罪』が出版。吉田氏「謝罪の碑」を韓国の天安

市に建立。韓国のテレビが「謝罪の旅」として 1時間番組を流す。

以後も、各地で講演等を積極的にこなす 

1986年 吉田氏「心に刻む会」で講演（『アジアの声』に証言を採録） 

1989年 吉田氏『私の戦争犯罪』が韓国語に翻訳され、後にドラマ化 

6月 高木弁護士、「第一次樺太朝鮮人裁判」の提訴取り下げ。後に韓国

政府から、国民勲章を授与され「これをモデルケースとしてこれか

らも同じように補償裁判を起こしていく」と発言 

8月 14日 

｛ C ｝ 

慰安婦狩りが行われたとされる済州島の『済州新聞』が、現地調査

の結果、吉田氏の『私の戦争犯罪』が作り話だった事を暴露 

1990年 

1月 4日～

24日 

ユンジョンオク氏 『「挺身隊」怨念の足跡取材記』をハンギョレ

新聞に四回に渡って連載 

5月 国会で竹村泰子議員（社会党）が慰安婦の調査要求。以後、吉岡吉

典議員（共産党）、本岡昭次議員（社会党）が慰安婦で質問。臼杵

敬子氏、「遺族会」の戦後処理要求イベントを取材。 

6月 6日 参議院予算委員会で本岡昭次議員（社会党）が慰安婦の実態調査を

日本政府に要求。清水傳雄・労働省職業安定局長は、慰安婦は「民

間の業者が軍とともに連れ歩いた」「調査はできかねる」と答弁 

10月 17日 韓国女性団体連合、韓国教会女性連合会など 37の女性団体が、日

本政府の国会答弁に抗議する公開書簡を送付 
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11月 16日 「韓国教会女性連合会」（1967年結成）、「韓国女性団体連合」

（1987年結成）等が参加して「韓国挺身隊問題対策協議会」（代

表ユンジュンオク氏）（以下「挺対協」）を結成 

12月 臼杵敬子氏等が「日本の戦後責任をハッキリさせる会」を結成 

1991年 

4月 

「ハッキリ会」韓国へ調査に向かう。以後も数次にわたり訪韓調査 

1991年 

4月 1日 

参議院予算委員会で、本岡昭次議員が韓国女性団体の「公開書簡」

への回答を求めたのに対し、谷野作太郎・外務省アジア局長は「調

査したが手がかりになる資料がない」、若林之矩・労働省職業安定

局長は「当時の担当部署は全く関与していなかった」と答弁 

8月 11日 

｛ D ｝ 

慰安婦被害者が初めて登場。朝日新聞が、名乗り出た金学順が「強

制連行された」と証言したと報道 

8月 14日 高木弁護士（「ハッキリ会」と「心に刻む会」が支援）が中心とな

り「戦後補償国際フォーラム」開催、「遺族会」から五十三人が参

加。「挺対協」の呼びかけに応じて、金学順が参加。 

8月 15日 

｛ D ｝ 

ハンギョレ新聞により、金学順は「親に置屋に売り飛ばされた」と

証言していた事が判明 

12月 6日 金学順ら元慰安婦 3名が、軍人・軍属らとともに、高木氏を主任弁

護士として、日本政府に謝罪と補償を求めて、三十五人で東京地裁

に提訴 

旧日本軍の慰安所設置、慰安婦募集統制を示す資料が、吉見義明・

中央大教授により、防衛庁防衛研究所図書館で発見されたことを

『朝日新聞』が報道 

1月 11日 

しかし、その資料は「軍と警察が協力して、違法な業者を取り締ま

る」という内容だった。 

1月 17日 訪韓した宮沢喜一首相が、盧泰愚大統領に慰安婦問題に対して公式

謝罪 

2月 1日 日朝国交正常化交渉で、日本政府が慰安婦問題に関し、北朝鮮側に

謝罪表明 

5月上旬 

｛ C ｝ 

秦郁彦「従軍慰安婦たちの春秋」（『正論』1992年 6月号）が、

自らの現地調査により、吉田清治『私の戦争犯罪』の虚構を暴く。 

7月 6日 日本政府、第 1次調査結果公表。政府の直接関与を公式に認めたが、

強制連行を立証する資料は発見されず。「補償に代わる措置」検討

表明 
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12月 25日 韓国・釜山などの元慰安婦、元女子勤労挺身隊員 10名が、山口地

裁下関支部に提訴（関釜裁判） 

1993年 

｛ A・B ｝ 

加藤正夫（『現代コリア』９３年２・３月号）の調査により、千田

著書『従軍慰安婦』の記載が架空の話である事が判明。 

4月 2日 マリア・ロサ・ヘンソンらフィリピン人元慰安婦、東京地裁に提訴 

4月 5日 在日コリアの元慰安婦の宋神道、東京地裁に提訴 

5月 11日 94年度用高校日本史教科書のすべて（7社 9種）に、慰安婦に関す

る記述のあることが判明 

８月 4日 

｛ E ｝ 

日本政府、第 2次調査結果発表。河野洋平官房長官、談話で慰安婦

の募集、移送、管理などが「本人たちの意志に反して行われた」こ

とを認め「お詫びと反省の気持ち」を表明 

1994年 

1月 25日 

オランダ人元慰安婦・捕虜など東京地裁に提訴 

8月 13日 日本の新聞各紙が「民間募金による見舞金支給」構想を報道。 

補償問題は、とっくの昔に条約を交わして終了済みであった為、日

本政府は、第三者機関（民間機関）の基金に政府が援助する形を取

って、補償する事を検討 

8月 22日 元慰安婦および支援 35団体が「民間募金構想撤回と被害者個人へ

の謝罪と補償を求める共同声明」を発表 

11月 22日 ICJ（国際法律家委員会）が報告書を発表。慰安婦被害者には個人

補償請求権があると結論。日本政府に行政機関の設置、立法措置、

仲裁裁判に応ずべきと勧告 

7月 19日 「女性のためのアジア平和国民基金」（以下、アジア女性基金）発

足。韓国・挺対協など内外 43団体が基金発足に反対する声明発表 

運営費の全額（総額約 42億円）を日本政府が負担。 

1996年 

1月 4日 

クマラスワミ特別報告官、国連人権委員会に慰安婦問題に関する報

告書提出、日本政府に国際法違反の法的責任を受け入れるよう勧告

（2月 6日報告書の内容が公表） 

3月 30日 ソウル、マニラ、台北各市長が日本政府に被害賠償を促す書簡を発

送 

4月 9日 自民党の「終戦五十周年国会議員連盟」が「明るい日本・国会議員

連盟」（会長・奥野誠亮、事務局長・板垣正）と名称変更。 

6月 4日の結成総会で、奥野会長が「慰安婦は商行為」「強制連行

はなかった」と発言、教科書の記述を批判する。 
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4月 29日 国連人権委員会、クマラスワミ報告書全体に留意する（take note）

との支持決議採択 

6月 27日 97年度用中学校社会科教科書の検定結果が公表。7冊すべてが慰安

婦に関して記述 

7月 20日 自由主義史観研究会、中学校教科書からの慰安婦記述削除要求な

ど、歴史教科書批判を全国規模で展開することを決定（1996年 8

月付で、緊急アピール「中学校教科書から『従軍慰安婦』の記述の

削除を要求する」発表） 

8月 14日 アジア女性基金、フィリピンの元慰安婦に償い金を支給する手続き

を開始 

1997年 

1月 11日 

アジア女性基金、非公開のうちに韓国の元慰安婦 7人への償い金支

給を開始。韓国政府、「支給を強行したことは遺憾」とコメント 

１月３０日 
｛ E ｝ 

参議院予算委員会で、片山虎之助議員（自民党）の質問に対し、平

林博・外政審議室室長が実は強制連行を示す資料は無かった事を告

白。 

櫻井よしこ（「文塾春秋」平成 9年 4月号の「密約外交の代償」）

が、当時、内閣官房副長官だった石原信雄から、韓国政府から強い

要請があり、それに屈していたという証言を得る。 

1998年 

4月 27日 

「関釜裁判」で山口地裁下関支部が、日本国に対し元慰安婦 3名に

各々30万円の賠償金支払いを命じる判決 

6月 6日 VAWW-NET Japan（「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク）発

足（代表・松井やより） 

8月 8日 国連差別防止・少数者保護小委員会のマクドガル特別報告書の内容

が明らかになる。慰安婦問題について、責任者処罰、元慰安婦への

損害賠償などを日本政府に勧告 

9月 18日 アメリカ・ワシントン連邦地方裁判所に、日本政府を相手取って損

害賠償を求める集団訴訟を起こす 

2000年 

12月 7日

～12月 12

日 

VAWW-NET Japan、東京・九段会館で 「女性国際戦犯法廷」を開

催。のべ約 5000名が参加。昭和天皇と 9人の軍部・政府指導者を

人道に対する罪で有罪と認定し、日本政府には国際法違反により賠

償する国家責任があると判断（2001.12月 4、オランダ・ハーグで

最終判決） 

＊以上が、慰安婦問題が最も盛んにメディアを賑せた 2000年頃までの経緯であ
る。 
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告告発発書書のの検検証証  
 
 

『従軍慰安婦』 
講談社文庫 1984年出版 千田夏光著書 

初めて「従軍慰安婦」という言葉が登場した本 
＜ 内容 ＞ 

本書の中で、千田は、1941年の関東軍特別演習（ソ連戦に備え、７０万人も動
員された大演習）の時に、二万人の慰安婦の大動員計画があった事を告発。 
その事実は、後方担当参謀だった原善四郎元少佐より直接聞き取ったという。 
また、朝鮮人女性が強制的に慰安婦にさせられた事を紹介しており、挺身隊と

して動員された朝鮮人女性 20万人のうち、5~7万人が慰安婦にさせられたとし
ている。 

＜ 検証 ＞ 
①予算担当者だった陸軍省軍務局軍事課の加登川幸太郎少佐、関東軍参謀今岡

豊中佐(兵站主任)等は、「慰安婦動員計画など聞いたことが無い」と否定。 
②演習は二ヶ月間の予定で、極秘に計画されたもの。大々的な慰安婦の大動員

など考えられない。 
③本書で、原の経歴が「関東軍司令部第三課」と紹介されているが、本当は「関

東軍司令部第一課」。 
④「挺身隊」は軍事工場へ勤労動員（1943年 9月に閣議決定）された国民を指
し、「慰安婦」とは全くの別物。「挺身隊」が「慰安婦」になった例はない。 
⑤「従軍慰安婦」の“従軍”は軍属を表し、軍によって徴用された慰安婦とい

う意味を持つ。しかし、実際には、こんな用語は存在しない。 
⑥上記の点を現代史研究家の加藤正夫が、千田に問いつめた所、千田は、武蔵

大学教授の島田俊彦さんが書いた「関東軍」（中公新書 81 1965／10）の 176
頁に載っていた話を引用したと主張。（要するに、原から聞き取った話ではなか

った）しかし、島田の「関東軍」には、慰安婦を集めたという出典不明の記載

があるだけだった。 
参考）現代コリア９３年２・３月号 

＜ 事実 ＞ 
①「従軍慰安婦」は、千田が勝手に作った言葉。 
②千田は、原に直接取材しておらず、軍が慰安婦を強制動員したという話は、

島田俊彦の「関東軍」をヒントにした架空の話。 
③「挺身隊」が「慰安婦」になったという話も根拠不明。 
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『朝鮮人慰安婦と日本人』 

新人物往来 1977年出版 吉田清治著書 
『私の戦争犯罪、朝鮮人強制連行』 

三一書房 1983年出版 吉田清治著書 
初めての加害者自身による告白本 
＜ 内容 ＞ 

「私は、朝鮮人女性を強制的に慰安婦にした」と証言する吉田清治の告白書。 
本書の中で、朝鮮半島の済州島に出向き、205 人の女性を強制連行したと証言
し、当時の命令書の内容も克明に記載している。 

＜ 補足 ＞ 
吉田氏は、1982 年 6 月に大阪で加害行為を講演した他、「第一次樺太朝鮮人裁
判」（原告代表・高木健一弁護士）でも、朝鮮人奴隷狩りを証言。 
1983 年には、韓国に謝罪行脚に出かけ、各地で講演。1989 年に本書は韓国で
史実としてドラマ化。90年代は、国連人権委員会にも盛んに働きかける。 

＜ 検証 ＞ 
①済州島の『済州新聞』（1989年 8月 14日付）が吉田の著書を全面否定 
解放44周年を迎え日帝時代に済州島の女性を慰安婦として205名を徴用して
いたとの記録が刊行され大きな証言を与えている。しかし裏付け証言がなく

波紋を投げている。 
（吉田著の概要を紹介） 
しかしこの本に記述されている城山浦の貝ボタン工場で 15~16人を強制挑発
したり、法環里などあちこちの村で行われた慰安婦狩りの話を、裏付け証言

する人はほとんどいない。 
島民たちは「でたらめだ」と一蹴し、この著述の信憑性に対して強く疑問を

投げかけている。城山里の住民のﾁｮﾝ･ｵｸ･ﾀﾝ（85歳の女性）は「250余の家し
かないこの村で、十五人も徴用したとすれば大事件であるが、当時はそんな

事実はなかった」と語った。 
郷土史家の金奉玉（ｷﾑ･ﾎﾟﾝ･ｵｸ）氏は「1983 年に日本語版が出てから、何年
かの間追跡調査した結果、事実でない事を発見した。この本は日本人の悪徳

ぶりを示す軽薄な商魂の産物だと思われる」と憤慨している。 
②同じく現地調査を行い、虚構である事を突き止めた日本大学教授・秦郁彦に

よる指摘。 
１）慰安婦狩の命令は西部軍→山口県知事→下関警察署長→吉田のラインで

来たとしているが、関係者はこのような命令系統はありえないと否定する。

依頼だとしても、済州島をふくむ朝鮮半島は朝鮮総督府と朝鮮軍の管轄管理

下にあり、内地から出張しての狩りこみはありえず、もし必要があれば総督

府が自身の手で集めるはずと述べている。 
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２）第一作である『朝鮮人慰安婦と日本人』（新人物往来社 1977 年出版）
には、四四年四月労報が初めて慰安婦狩りを手がけたと記述し、第二作（1983
年出版）の済州島行き（四三年五月）と矛盾する。 
３）第一作に四四年二月結婚とあるが、第二作には済州島行き計画は、死ん

だ「家内の日記」に書いてあったと記述している。 
①と②の引用元）「昭和史の謎を追う」下巻 文藝春秋 1999年 秦郁彦 
③吉田は､1940 年に中華航空株式会社に入社。同年、上海支社の営業所主任と
して勤務中、フランス領事館に頼まれた中国人が、朝鮮人テロリストの「金九」

を上海から広東行きの臨時便中島式 AT機に載せたと記載。 
しかし、金九は 1938年 10月に、既に上海から重慶に潜入済み。 
参考）『諸君』1992年 7月号 板倉由明の指摘 
④吉田は、上記の件で、憲兵隊に捕まり、軍法会議に掛けられた。法務官の少

佐から「懲役二年」を宣告され、南京の桜井部隊本部の軍刑務所に送られ、1942
年 6月 20日に出所。出所後は、同郷の先輩の世話で、山口県労務報国会下関支
部の動員部長として就職と記載。 
しかし、二年間刑務所にいた前科者が、直ちに内務省系の動員部長に任用され

ることはありえない。また、中華航空の社員である“民間人”の吉田は軍法会

議の対象にはなりえない。 
共産主義などの思想犯を取り締まる治安維持法の法律違反者は地方裁判所で裁

かれる。 
参考）「歴史を捏造する韓国」徳間書店 2003年出版 中川八洋著 229頁 
⑤吉田は、1943年 5月頃の済州島では「事実上の軍政をしいていた」と書いて
いる。しかし、戦時中、日本は、日本本土にも朝鮮にも軍政はしいていない。 
⑥吉田は、慰安婦狩りの命令を「西部軍指令部付きの中尉」がしたと記載。 
朝鮮軍指揮下にある済州島に駐屯していた日本陸軍部隊が、内務省系の、しか

も下関市レベルの一団体に協力することなどありえない。また、内務省の管轄

下にある末端組織に、軍が直接依頼することもありえない。 
⑤と⑥の参考）「歴史を捏造する韓国」徳間書店 2003年出版 中川八洋著 100頁 
⑦吉田は、昭和２２年４月の下関市議選に共産党から立候補。僅か１２９票の

得票で落選している。（吉田は、中国か北朝鮮のスパイだと思われる） 
出典）『週刊新潮」1995年 1月 5日号「『慰安婦強制連行』問題をデッチ上げた変な日本人」 
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被被害害者者証証言言のの検検証証  
 
 
１．金学順と文玉珠 
 
慰安婦問題が浮上した当初、韓国のソウル大学教授・安秉直を中心とするチー

ムが、コンタクトを取れた 40人以上の慰安婦被害者に対して、証言の聞き取り
と裏付け調査を行った。 
「証言者が意図的に事実を歪曲していると感じられるケースは調査を中断」と

いう原則の下、19 人の証言が採用された。その内、強制連行を主張したのは４
人だった。 
しかし、２人は戦地ではなく、民間の売春施設があった富山と釜山の慰安所に

連行されたと主張。（軍の慰安婦ではありえない） 
残り２人は、金学順と文玉珠だが、彼らの主張には大きな矛盾があった。 
参考）『諸君』平成九年五月号 西岡力著 
 
 
一番、最初に名乗り出た慰安婦被害者 
金学順（ｷﾑﾊﾝｽｸ） 

 

1923年 中国東北（満州）の吉林省に生まれ  
1991年 8月 14日、慰安婦被害者として初めて名乗
り出る。 
1991年 12月 16 日、日本政府に対して謝罪と賠償
を求めて提訴。 
1997年 12月 16日死去 

１）1991年 8月 14日の記者会見での最初の証言 
「生活が苦しくなった母親によって１４歳の時に平壌のあるキーセン検番

（日本でいう置屋）に売られていった。三年間の検番生活を終えた金さんが

初めての就職だと思って、検番の義父に連れていかれた所が、華北の日本軍

３００名余りがいる部隊の前だった」 
引用元）「ハンギョレ新聞」91年 8月 15日付 
 
２）1991年 12月 16日、東京地裁に提出された訴状内容 
1923年、中国東北（満州）の吉林省に生まれたが、生後まもなく父が死亡し
たので平壌へ戻った。母は家政婦などをしていたが、貧困のため学順は小学

校を四年で中退、金泰元の養女となり、14歳から三年間キーセン（妓生）学
校に通った。注釈）キーセン＝芸者・公娼の意味 
1939 年、「金儲けができる」と説得され、一歳上のエミ子とともに養父に連
れられ中国へ渡った。 
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北京を経て鉄壁鎮という小集落で養父と別れて慰安所に入れられ、日本軍兵

士のために性サービスを強要された。軍医の検診があった。同じ年の秋、知

り合った朝鮮人商人（趙元ﾁｬﾝ）に頼んで脱出し、各地を転々としたのち、上

海で夫婦になった。 
フランス租界で中国人相手の質屋をしながら生活、２人の子どもを得て終戦

の翌年、韓国へ帰った。 
朝鮮戦争中に夫は事故死、子も病死し、韓国中を転々としながら酒、タバコ

ものむような生活を送った。 
身寄りのない現在は政府から生活保護を受けている。 
人生の不幸は、軍隊慰安婦を強いられたことから始まった。日本政府は悪か

ったと認め、謝罪すべきである。 
 
３）いつの間にか、「親に売られた」が「日本軍に連行された」に変更 
金さんは旧満州（現中国東北地方）で生まれ、平壌で育ったが、十七歳の時

の春に、日本の軍人に強制的にトラックに乗せられ、中国大陸の前線に連れ

て行かれたと証言。「その日から将校の相手をさせられ、抵抗するとけられた。

日に何十人もの兵隊が来て、そこにいると死ぬしかないと思った」と語った。

半年ほど後に逃走し、日本の敗戦後に韓国に帰国した。 
引用元）共同通信（夕刊） 1997年 12月 16日付  
＊もともと彼女は、キーセン出身であり、「親に売り飛ばされ、軍隊相手の売春

をさせられていた」と語っていた。彼女の訴えは、「強制連行」に対するもので

はなく、「人生の不幸」に対する補償だった。 
 
 
もう一人の被害者・文玉珠。実は、三年足らずで、莫大な蓄財を築いていた。 

毎日新聞、1992年 5月 22日付 
 
第二次世界大戦中『従軍慰安婦』として強制連行されたミャンマー(旧ビルマ)
で預けた軍事貯金の支払いを求めていた韓国・大邸市在住の文(ムン)玉珠(オク
ス)さん（68歳）が 11日、山口県下関市の下関郵便局を訪れ、預けた貯金の原
簿があったことが分かった。（中略）文さんは『個人の請求権は消滅していない。 
当時「日本人として貯金した個人のお金だから直ちに返して」と訴えている。（中

略） 
原簿によると 43年 6 月から 45 年 9 月まで 12 回の貯金の記録があり、残高は
26,145円となっている。 
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文玉珠の蓄財と、将兵の年俸・月給を比較 

昭和史研究所会報１９９９年１２月号 
日本陸軍の階級別年俸 1943年 7月現在 以下は月給 
大将 6600円 曹長 75~32円 
中将 5800円 軍曹 32~23円 
少将 5000円 伍長 20円 
大佐 4440~3720円 兵長 13.5円 
中佐 3720~2640円 上等兵 10.5円 
少佐 2640~2040円 一等兵 9円 
大尉 1860~1470円 二等兵 9~6円 
中尉 1130~1020円   
少尉 850円   

＊強制連行され、強制売春させられたといいながら、わずか二年三ヶ月間で、

陸軍大将の年俸の四倍近い額を稼いでいた。 
 
 
彼女が稼いだ額は、現在の韓国の貨幣価値に変換すると約 10億WON。日本円
では一億円相当に当たる。ちょうど、以下の金塊や札束と同じ価値である。 

 

 
日本で一番額が高い「一万円札」が一万

枚 
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２．矛盾だらけの証言をする被害者たち  
 
黄錦周（ﾌｧﾝｸﾑｼﾞｭ） 

 

1912年生まれ。1941年に慰安婦にさせられる。出
典）元日本軍「慰安婦」の証言を聞く集会 1997年 12月
5日 福岡市都久志会館ホ－ル 
1922年生まれ。17歳の時に（1938~39年）慰安婦
にさせられる。出典）朝日新聞 1995年 7月 24日夕刊 
1927 年生まれ。シンガポール陥落の年（1942）に
慰安婦にさせられる。出典）「証言 従軍慰安婦女子勤労
挺身隊」伊藤孝司氏編著 風媒社 1992 

１）高木健一著書「従軍慰安婦と戦後補償」（三一書房 1992 年出版）に記載
された証言 
生活は貧しく、12歳の時 100円で売られた。ソウルの金持ちの家で小間使い。 
1938年に威鏡南道ハムン郡で女中をしていた時に、その家の娘の身代わりと 
なって満州に連行され慰安婦となった 

 
２）1995 年 7 月 24~27 日（夕刊）に、朝日新聞に四回に渡って掲載された証
言の矛盾点と嘘 
①1922年生まれと証言。しかし、彼女は過去に 1927年生まれと称していた。 
②17 歳（1938~39 年）の時に、“国民徴用令”で軍事工場に動員され、慰安
婦にさせられたと証言。しかし、朝鮮で、国民徴用令がしかれたのは 1944年
であり、ありえない。 
③中国の吉林で軍の慰安婦にされたと証言。しかし、吉林は戦場ではなく、

公娼制度が導入された歓楽街。わざわざ軍が慰安婦を設ける必要はない。 
④クリスマスの日は、一番客が多かったと証言。しかし、日本軍にクリスマ

スを祝う習慣はない。 
参考）「戦争論２」 小林よしのり著書 幻冬舎出版 2001 第 12章 

 
３）1996年 1月 4日、国連・経済社会理事会クマラスワミ報告 
17歳のとき、日本人の村の指導者の妻が、未婚の朝鮮人少女全員に日本軍の
工 場に働きに行くように命じました。 
そのとき私は労働者として徴用されたのだと思い ました。 
3 年も働いたころ、ある日一人の日本兵が自分のテントについてこいと要求 
しました。 
かれは着物を脱げと私にいいました。たいへん怖かったので抵抗しまし た。
私はまだ処女でした。 
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４）日韓社会科教育交流団韓国を訪問 1997夏期 
京都福天草の根反核平和運動の webサイト 
http://www2.nkansai.ne.jp/users/peace/heiwanews%EF%BC%95.htm#1（リ
ンク切れ）に記載されていた黄錦周の証言 
満 18歳になった時のある日、男がやって来て、村から娘を提供するように言
いました。 

 
５）1997年 12月 5日、元日本軍「慰安婦」の証言を聞く集会（福岡市都久志
会館ホ－ル）での証言 
1912年扶餘生まれ。父の発病後家運が傾き、13歳のとき家をでて、奉公に出
ました。 
村の班長（日本人）に「日本の軍需工場に行けば、お金がもうかる。 
一家に一人 は行かなくては」と脅かされ、奉公先の娘たちにかわって 1941
年、二十歳で国を離れましたが、ついた所は慰安所でした。 

 
６）2001年 5月 17日、ＴＢＳ「ここがヘンだよ日本人」で放送 
私は 19 歳で学校を卒業する 25 日前に日本軍に引っ張りだされ仕方なく慰安
所に 行ったんだ！  

 
７）2001年 07月 17日、黄錦周さんの証言を聞く会（東京大学にて） 
14歳のとき、いわゆる「少女供出」で満州に連行され、皇軍兵士のセックス
の道具にされた。つらい体験だった。  
＊証言の度に、内容はおろか、年齢や生まれた年まで変わっている。 
 
 
金順徳（ｷﾑｽﾝﾄﾞｸ） 

 

１）2003年４月４日、高槻市立総合市民交流センターでの
証言 
http://www.geocities.co.jp/HiTeens/8268/6.html 
「日帝時代、『準看護婦』として韓国から連れられた」 

 
２）朝日新聞 asahi.com 2003年 6月 12日付 
金順徳（キムスンドク）さんは１９３７年、１７歳のと

き、「日本の工場で働く娘を募集している」という言葉に

だまされ、中国・上海の慰安所に連れていかれた  
＊これも証言が矛盾。ちなみに、内地（日本）の企業が朝鮮での求人活動が許

可されたのは、国家総動員法が成立した 1938年からである。 
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李容洙（ｲﾖﾝｽ） 

 

1928年韓国の大邱(テグ)生まれ。 
1944年に慰安婦にさせられる。 
出典）2005年 10月 22日、旧日本軍性奴隷問題の解決を求める全国同
時集会（in三重） 
1942年（14歳の時）に慰安婦にさせられる。 
出典）2002年 6月 26日、日本共産党機関紙「赤旗」 

１）2002年 6月 26日、赤旗で紹介されたプロフィール 
韓国の李容洙さん（７４）は、十四歳で銃剣をつき付けられて連れてこられ

たこと、 拒むと殴られ、電気による拷問を受けて死にかけたことなどを話し、
「私は歴史の生き証人として今、生きている。この法案が審議され、成立す

ることを望む」と語りました。 
 
２）2005年 10月 22日、三重で行われた講演会でのプロフィール 
1928 年韓国の大邱(テグ)生まれ。1944 年、16 歳の時に「軍服みたいな服を
着た男」に連行され、台湾へ。移動中の船の中で、日本の兵隊たちに繰り返

し強かんされる。 
その後、連れて行かれた先の台湾で、日本軍「慰安婦」としての生活を 3 年
間強制された。  
＊証言が矛盾。また、1944年から 3年間という事は、日本が敗れ、日本軍が解
体した 1945年以降も、慰安婦をやっていた事になる。 
 
 
1995年 9月、中国で開かれた北京女性大会で、韓国代表として慰安婦被害を訴
えたﾁｮﾝ･ｿｳﾝの矛盾点 

中央日報 2004年 2月 26日付 
１３歳のとき、インドネシアに連れて行かされ、７年間にわたって日本軍の従

軍慰安婦として生きなければならなかった「挺身隊おばあさん」ﾁｮﾝ･ｿｳﾝ氏が、

２６日未明、慶尚南道鎮海(ｷｮﾝｻﾝﾅﾑﾄﾞ･ﾁﾝﾍ)の自宅で老患で亡くなった。８０歳 
ﾁｮﾝ氏は、１９９５年９月、中国で開かれた北京女性大会に、韓国代表として堂々

と出席、全世界に向かって、日本軍の蛮行を知らせた人物だ。  
＊2004年に 80歳で死亡という事は、1924年産まれ。13歳から７年間インドネ
シアで慰安婦という事は、1937～42年まで慰安婦だった事になる。 
しかし、日本軍がインドネシアを占領していたのは、1942～45年。 
この女性は、日本がインドネシアを占領する以前から、インドネシアで慰安婦

を行っていた事になる。明らかにおかしい。 
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３．オランダ人被害者の場合 
 
一部の軍人が犯した犯罪であり、しかも処罰済み。 

産経 web 2007年 03月 10日 
慰安婦問題対日非難は蒸し返し 

（前略） 
 
オランダ女性の事例末端将兵の行為すでに厳刑 
 
８日付のニューヨーク・タイムズは日本の慰安婦問題を安倍晋三首相がそのす

べてを否定したかのような表現でまた報じたが、そのなかでオランダ人の元慰

安婦だったというジャン・ラフ・オハーンさん（８４）の「インドネシアの抑

留所にいた１９４４年、日本軍の将校に連行され、慰安所で性行為を強要され

た」という証言をとくに強調した。同紙はオハーンさんの２月１５日の米下院

外交委員会公聴会での証言を引用しており、「日本政府からの公式の謝罪が最重

要」と述べたとして、日本軍が組織的に総数２０万人もの女性を強制徴用した

という糾弾の最大の根拠としている。 
ところが慰安婦問題に詳しい日米関係筋などによると、オハーンさんは戦後す

ぐにオランダ当局がインドネシアで開いた軍法会議で裁いた「スマラン慰安所

事件」の有力証人で、その証言などにより、上層部の方針に違反してオランダ

女性を連行して、慰安所に入れた日本軍の将校と軍属計１１人が４８年３月に

有罪を宣告され、死刑や懲役２０年という厳罰を受けた。オハーンさんは同公

聴会で日本側が責任をとることを求めたが、責任者は６０年近く前にすでに罰

せられたわけだ。 
日本政府には批判的な立場から慰安婦問題を研究した吉見義明氏も著書「従軍

慰安婦」のなかでオランダ政府の報告書などを根拠にスマラン慰安所事件の詳

細を記述している。同記述では、オハーンさんらオランダ女性を連行したのは

ジャワの日本軍の南方軍幹部候補生隊の一部将校で、（１）軍司令部は慰安所で

は自由意思の者だけ雇うようはっきり指示していたが、同将校たちはその指示

を無視した（２）連行された女性の父のオランダ人が日本軍上層部に強制的な

連行と売春の事実を報告したところ、すぐにその訴えが認められ、現地の第１

６軍司令部はスマラン慰安所を即時、閉鎖させた（３）同慰安所が存在したの

は２カ月だった（４）主犯格とされた将校は戦後、日本に帰っていたが、オラ

ンダ側の追及を知り、軍法会議の終了前に自殺した－などという点が明記され

ている。 
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一一次次資資料料かからら見見たた実実態態  
 
 
１．米軍の公文章から見る慰安婦の実態 
 
１９４４年夏、北ビルマのミートキーナーにて、米軍に捕らえられた朝鮮人慰

安婦二十人と雇用主の北村夫婦からの尋問記録の要約（米国立公文書館所蔵） 
UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION 

Psychological Warfare Team 
Attached to U.S.Army Forces India-Burma Theator 

APO 689 
前書き 
（省略） 
このレポートは日本人がどのようにして韓国人「慰安婦」を募集したか、彼女

らの生活、仕事の状況、彼女らの日本軍人に対する関係と反応、そして彼らの

軍事情勢に対する理解度を明らかにする。 
「慰安婦」とは、売春婦にすぎない。もしくは「野営追随プロ」、軍人の利益の

為日本陸軍に付属する。「慰安婦」と言う言葉は日本人特有のものである。他の

レポートでは「慰安婦」とは日本陸軍が戦う為に不可欠なものであり、どこで

も見受けられると記されている。このレポートではしかし、日本人に募集され、

ビルマにて彼らの陸軍に付属していた韓国人「慰安婦」のみを扱うものである。

日本人は１９４２年、ビルマに７０３名のこれらの女性を送ったと報告してい

る。 
 
募集： 
１９４２年５月上旬、東南アジアの新しく勝ち得た属領で、「慰安奉仕」をさせ

る韓国人女性を募集する目的により、日本人代理業者は韓国に到着した。この

「奉仕」の本質は特定されず、負傷者の看護や軍人の娯楽に関連する物と考え

られた。 
この代理業者が動機として利用したものは大金、家族の借金の返済、簡単な仕

事、新天地シンガポールで新しい人生を送れるなどである。この虚偽の説明に

基づいて、多くの女性が海外勤務に志願し、何百円かの前金を受けた。 
これらの大部分の女性は無知で、教養が無かった。しかし、わずかながらだが

以前から売春と関連があった者もいる。彼女らはサインした契約書により、家

族の借金返済の為受けとった前金の金額により、６ヶ月から１年間、軍規と「舎

監」に束縛された。 
おおよそ、800 名の女性がこのように集められ、彼女らは 1942 年、8 月 20 日
前後ラングーンに彼女らの舎監と降り立った。彼女らは 8人から 22人のグルー
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プで到着した。ここから彼女らはビルマの各地、大抵は近くに日本陸軍基地が

あるまあまあ大きな町に分散していった。最終的に４つのグループがミーチー

ナにたどり着いた。（略） 
 
性格： 
取調べでは、平均的韓国人「慰安婦」は約 25歳、無教養、大人気なく、利己的
であることを見せる。彼女は白人の基準からも、日本人の基準からも可愛くは

ない。彼女は自己中心的な傾向があり、自分の事を話すのが好きである。彼女

の知らない人の前での態度は静かで、控えめだが、彼女は男を手玉に取る方法

を知っている。 
彼女は自分の「専門職」が好きでない事を申し立て、その事や、家族の事に付

いて話したがらない。ミーチーナとレドゥーでの米国軍人から捕虜として受け

た扱いにより、彼女は彼らの方が日本軍人よりも感情的だと感じている。 
彼女は中国とインドの部隊を恐れている。 
 
住居と仕事の状況： 
ミーチーナで彼女らは大抵大きな２階建ての建物を宿舎として与えられ、各女

性に個別の部屋が割り当てられ、各々の女性は生活し、睡眠をとり、業務に勤

めた。 
ミーチーナでは彼女らの食事は、日本陸軍からの配給が無い為、舎監によって、

準備されそして購入していた。彼女らはビルマの他の所と比べて高級地近くに

住んでいた。この事は彼らのビルマ２年目では特にそうである。彼らは贅沢に

暮らした、それは彼女らの食事や物質は大量には配給されず、彼女らが望む品

物を買えるだけの十分なお金を持っていたからである。彼女らは服、靴、タバ

コ、そして化粧品を買え、実家から慰問袋を受け取った多くの軍人から、多く

のプレゼントを貰っていた。 
ビルマに留まっている間は将兵と共に、スポーツイベントに参加したり、ピク

ニックに出席したり、娯楽、社交ディナー等で彼女ら自身楽しんだ。彼女らは

蓄音機も持ち、町の中では買い物に行くことも許された。 
 
日程： 
（省略） 
兵士は建物を訪れ、支払いをし、左側に順番、右側に名前の書かれた約５セン

チ四方のボール紙のチケットを受け取る。「彼の順番が来た時」に各々の兵士の

身分、階級が明らかにされる。彼女らは客を拒否する特権を与えられており、

個人が酷く酔っていた時等、頻繁に行使された。 
 
給料と居住状況： 
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「舎監」は彼女達が契約した時に被った債務金額に次第で彼女らの総収入の５

０～６０％を受け取る。これによると、月平均で女性は１５００円の総収益を

あげ、彼女は７５０円を「マスター」に返済する事になる。多くの「マスター」

は食事や品物に高値を付け、彼女らの生活を困難なものにした。 
１９４３年後半、陸軍は債務を返済した女性へ帰省を命令し、何人かの女性は

寄って、韓国へと帰国した。 
この取調べでは彼女らの健康状態も良い事を示している。 
彼女らはあらゆる種類の避妊用具を十分に支給され、しばしば、兵士自身も陸

軍から支給された物を持って来る事があった。彼女らは衛生の問題において客

と自分の世話が出来る様、良く訓練されていた。 
かかりつけの日本軍医が週に１回訪れ、病気が見付かった女性は皆治療を受け、

隔離され、最終的には病院へ送られた。この同じ手順が陸軍内部でも遂行され

た。が、興味深い事には兵士は彼が拘束された（病気による隔離）期間の間、

給料を失う事は無かった。 
（省略） 
 
兵士の反応： 
普通の日本軍人は慰安ハウスで見られる事は、ばつの悪い事のようで、ある女

性の言う所によると、「満員で列に並んで自分の順番を待つのにも恥ずかしがり

がち」しかしながら、極めて多くの結婚の申し込みがあり、ある場合に置いて

は実際に結婚した。 
（省略） 
＊このレポートは、慰安婦をハッキリと「売春婦」と言い切っている。 
また、民間業者による虚実を用いた募集があった事を報告しているが、日本軍

による強制連行や奴隷狩りが行われたという指摘は全くない。 
それ所か、日本軍は慰安婦たちの人権を尊重し、厚遇していた事が良く分かる。 
 
 
1944年、3人の朝鮮人軍属から聴取した記録（USA公式文書） 

Composite Report on three Korean Navy Civilians List No. 78,dated 28 
March 1945,"Special Questions on Koreans"(U.S.National Archives) 

太平洋の戦場で会った朝鮮人慰安婦は、全て志願者か、両親に売られた者ばか

りである。もし女性達を強制動員すれば、老人も若者も朝鮮人は激怒して決起

し、どんな報復を受けようと日本人を殺すだろう 
 




